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〔目的〉

労働衛生史は労働者の健康がどのように損われてきたか，それに対して医師や労働者がどのように

取り組んできたかということを歴史的に考察することによって可能となる。従って労働者の健康状態

の歴史を明らかにすることは労働衛生史の主要課題である。その基礎作業として労働衛生調査の展開

を歴史的に考察する乙とが要求される。このことは同時に，今後の労働衛生の進展と労働衛生学のあ

り方に示唆を与えるものと考える。以上の観点から， 日本における労働衛生調査の経緯を明らかにす

る乙とを主目的に本研究を行った。

〔方法ならびに成績〕

労働衛生史と関連づけながら労働衛生調査の諸報告，論文等を史料とし，労働衛生史の基盤をなす

資本主義発達史，社会政策史などを参考にして，医学史的および社会医学的考察を行った。

日本における労働衛生に関する最初の紹介は，明治 14 年， I職業衛生概論」なる翻訳論文である

(東京医事新誌)。この論文は初期労働衛生調査研究に影響を与えた。この年，内務省から農商務省

が分離独立し，労働衛生に関する行政は同省が担当する。明治24年東京医学会雑誌に桑原，飯島の両

臨床医が女子紡績労働者の健康状態を調査し問題点を指摘した報告がのる。明治31年国家医学会主催

の講習科に「工業衛生学J が新課目として開設され，同41年日本衛生学会(東京)で渡辺は「工業衛

生の分科的研究の必要j を力説した。明治30年以降，工場法問題をめぐる時期における医学界での反

応であった。工場法制定に関連して行政機関による労働衛生調査が活濃化し，その報告書の一つであ

る「職工事情J (明治36年，農商務省干IJ)は当時の労働者の健康状態を明らかにしている。石原の女

子労働者の結核問題の調査は帰村労働者の追跡調査を合め，労働者の健康を社会的環境との関連で把

握せんとする社会医学的研究のさきがけであった。稲葉，小泉両軍医の大企業労働者を生計，栄養の
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面から調査した報告は，初期労働衛生調査の理念を実践したものといえるが，以後軍医による調査報

告は我々の目にはふれない。大正 5 年工場法施行にともなう工場監督制度は個別職業病についての調

査研究を促進させた。とくに珪肺に関する鉱夫死亡年令などを中心にした臨床的統計的研究は，当時

の労働運動とも結びついて実態を明らかにしている。工業中毒に関する現場調査によって職業病の具

体的知見がつみ積ねられ，わが国の労働衛生学の基盤が形成されたといえる。大正10年倉敷労働科学

研究所の開設は大企業における労働衛生調査研究機関の発足であるが，陣峻の「労働科学」という総

合科学の提唱は重要であり，わが国労働衛生史上のー画期である。福岡製鉄所病院医官植村の同製鉄

所開設以来24年間の労働災害・疾病統計は大企業の長期統計報告として最初である。倉敷労研発足後

同所を中心として労働環境調査，農業労働調査が展開される。昭和13年厚生省新設，労働衛生問題は

戦時体制のもとで重視され脚光を浴びるが，調査研究の展開はみられない。それは重視の理由が生産

向上を主目的にし，労働者保護が現実には無視されようとする情勢にあったからでである。乙の時期

に工場外科医若月の工場外傷の臨床的調査は， 徴傷の重視， 工場災害の社会的要因追求をなしてい

る。

戦後，労働三法の制定，労働省の新設などがあったが，何よりも労働者が基本的権利を確保したと

との意義が大きい。労働基準法制定に際して産業衛生協会は労働条件を重視せよと勧告したが，戦前

の労働衛生学の成果を投げかけたものである。昭和22年足尾における珪肺撲滅運動は労働者，住民，

研究者をまき乙み，労働省をして珪肺の大規模な実態調査にふみきらせた。以後労働組合の要求にも

とずく調査がなされはじめ，とくに昭和35年以降その傾向が強まっている。近年の産業合理化による

労働の質の変化のなかで労働衛生調査はその方法論と調査体制に関して検討を迫られている。

〔総括〕

①わが国の労働衛生調査の乙れまでの展開は，労働者のおかれている社会的条件に規制されてきわ

めて披行的なものであった。基幹産業労働者を主な調査対象として展開されたが，労働者の健康を社

会的因子との関連で把握せんとする展開のあとがみられる。戦後の特徴は，労働者や労働者組織の要

求にもとずく調査がなされはじめたことである。②調査研究の成果を歴史的に検討するとき，労働者

の健康状態が労働者の権利確保の状況と関連していることがわかる。③これまでの調査報告は数多い

とはし 1えないが，労働衛生調査の意義はその時期の労働者の健康の問題点指摘のみならず，歴史的資

料の役割をもっ。④今後の労働衛生の発展は労働者の基本的諸権利の確保，労働者組織の健康への要

求の正しい展開にかかわっている。

論文の審査結果の要旨

本研究は衛生学史を構成する労働衛生学史を調査研究の面および社会衛生史の面から追求したもの

であり，衛生学史研究の一方向を示したものである。論文は衛生学における調査研究の意義を歴史的

に検証し，調査研究が社会経済的背景により，調査者の立場 lとより如何に影響されたかを，事例的

に，歴史的に衛生学の立場で明らかにした。この研究は街生学の展開に正しい方向性を与える画期的

なものである。
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